
審理員候補者名簿（令和５年４月） 

処分等の分類 
審理員となるべき者 

所属部局 職  名 

会計室の行う処分全般 会計室 審査指導担当課長 

総務局 総務局の行う処分全般について審理員となるべき職員 

危機管理室の行う処分

全般 

危機管理室 危機管理課長 

防災企画担当課長 

災害対策担当課長 

デジタル市役所推進室

の行う処分全般 

デジタル市

役所推進室

総務局の行う処分全般について審理員となるべき職員 

秘書室の行う処分全般 総務局 総務局の行う処分全般について審理員となるべき職員 

広報室の行う処分全般 広報室 広報課長 

広聴課長 

報道課長 

技術監理局の行う処分

全般 

技術監理局 検査課長 

技術管理課長 

技術支援課長 

契約制度課長 

契約課長 

企画調整局の行う処分

全般 

企画調整局 総務課長 

大学担当課長 

政策調整担当課長 

周年事業担当課長 

都市マネジメント政策課長 

企画課長 

企画担当課長 

特区担当課長 

プロジェクト推進担当課長 

国際政策課長 

東京事務所副所長 

総務局の行う処分全般 総務局 特命プロジェクト担当課長 

議会担当課長 

平和のまちミュージアム事務局長 

行政経営課長 

内部統制推進担当課長 

女性の輝く社会推進室次長 

人事課長 

人材開発担当課長 

給与課長 

労務・安全衛生担当課長 

福利課長 

財政局の行う処分全般 財政局 財政課長 

財政企画担当課長 



予算調整担当課長 

財産活用推進課長 

税制課長 

業務改革担当課長 

課税第一課長 

課税第二課長 

固定資産税課長 

収税企画課長 

企画管理課長 

（保育料の徴収に関す

る処分） 

子ども家庭

局 

子ども家庭局の行う処分全般について審理員となるべき

職員 

市民文化スポーツ局の

行う処分全般 

市民文化ス

ポーツ局 

総務区政課長 

地域振興課長 

文化企画課長 

スポーツ振興課長 

安全・安心推進課長 

保健福祉局の行う処分

全般 

保健福祉局 総務課長 

計画調整担当課長 

保護課長 

地域リハビリテーション推進課長 

精神保健福祉センター所長 

認知症支援・介護予防センター所長 

難病相談支援センター所長 

長寿社会対策課長 

地域福祉推進課長 

地域支援担当課長 

介護保険課長 

介護サービス担当課長 

先進的介護システム推進室次長 

障害福祉企画課長 

障害者支援課長 

精神保健・地域移行推進課長 

地域医療課長 

保険年金課長 

健康推進課長 

夜間・休日急患センター所長 

第２夜間・休日急患センター所長 

保健衛生課長 

動物愛護センター所長 

食肉センター所長 

医務薬務課長 

保健予防課長 

東部生活衛生課長 

西部生活衛生課長 

感染症医療政策課長 

企画調整担当課長 

感染症医療対策課長 

保健対策担当課長 

保健環境研究所次長 

試験・研究担当課長 

人権文化推進課長 

同和対策課長 



子ども家庭局の行う処

分全般 

子ども家庭

局 

総務企画課長 

こども政策推進担当課長 

幼稚園・こども園課長 

保育課長 

事業調整担当課長 

子育て支援課長 

児童育成担当課長 

青少年課長 

科学館管理課長 

科学館普及課長 

子ども総合センター次長 

子ども総合センター担当課長 

環境局の行う処分全般 環境局 総務課長 

環境学習課長 

グリーン成長推進課長 

再生可能エネルギー導入推進課長 

環境イノベーション支援課長 

環境国際戦略課長 

事業化支援担当課長 

環境監視課長 

ＰＣＢ処置対策担当課長 

環境保全担当課長 

産業廃棄物対策課長 

循環社会推進課長 

業務課長 

施設課長 

産業経済局の行う処分

全般 

産業経済局 総務課長 

渡船事業所長 

産業政策課長 

雇用政策課長 

地元就職促進担当課長 

スタートアップ推進課長 

中小企業振興課長 

商業・サービス産業政策課長 

次世代産業推進課長 

ロボット・ＤＸ推進担当課長 

観光課長 

観光振興担当課長 

門司港レトロ課長 

ＭＩＣＥ推進課長 

夏まつり担当課長 

企業立地支援課長 

ＩＴ産業誘致担当課長 

ものづくり産業誘致担当課長 

物流拠点推進室次長 

農林課長 

農林施設担当課長 

水産課長 

鳥獣被害対策課長 

東部農政事務所長 



西部農政事務所長 

総合農事センター所長 

中央卸売市場次長 

建設局の行う処分全般 建設局 総務課長 

用地管理課長 

用地課長 

管理課長 

道路維持課長 

長寿命化担当課長 

道路計画課長 

道路建設課長 

街路課長 

公園管理課長 

緑政課長 

みどり・公園整備課長 

みどりの愛護のつどい推進室長 

水環境課長 

河川整備課長 

神嶽川旦過地区整備室長 

建築都市局の行う処分

全般 

建築都市局 総務課長 

都市景観課長 

都市計画課長 

建築指導課長 

建築審査課長 

都市再生企画課長 

事業推進課長 

空き家活用推進課長 

事業調整課長 

住宅計画課長 

住宅管理課長 

住宅保全・活用担当課長 

住宅整備課長 

建築支援課長 

港湾空港局の行う処分

全般 

港湾空港局 総務課長 

クルーズ・交流課長 

港営課長 

業務担当課長 

保全担当課長 

物流振興課長 

計画課長 

計画調整担当課長 

整備課長 

施設工事担当課長 

エネルギー産業拠点化推進課長 

総合拠点利用促進担当課長 

基盤整備担当課長 

空港企画課長 

空港機能強化担当課長 

旅客路線誘致担当課長 

集客担当課長 



区役所の行う処分全般

（当該処分を所管する

本庁組織があるものを

除く。） 

各区役所 総務企画課長 

企画広報担当課長（小倉南・八幡西・戸畑除く。） 

まちづくり担当課長（八幡西・戸畑のみ） 

コミュニティ支援課長 

地域交流担当課長（小倉南のみ） 

市民課長 

国保年金課長 

まちづくり整備課長 

  保健福祉課長 

生活衛生担当課長（小倉南のみ） 

医療指導担当課長（小倉北のみ） 

保健福祉・相談担当課長 

保護課長（小倉北・八幡西除く。） 

保護担当課長（小倉南のみ） 

保護第一課長（小倉北・八幡西のみ） 

保護第二課長（小倉北・八幡西のみ） 

保護第三課長（小倉北のみ） 

松ヶ江出張所長（門司のみ） 

大里出張所長（門司のみ） 

曽根出張所長（小倉南のみ） 

両谷出張所長（小倉南のみ） 

東谷出張所長（小倉南のみ） 

島郷出張所長（若松のみ） 

折尾出張所長（八幡西のみ） 

上津役出張所長（八幡西のみ） 

八幡南出張所長（八幡西のみ） 

区役所の行う処分のう

ち市民文化スポーツ局

が所管するもの 

市民文化ス

ポーツ局 

市民文化スポーツ局の行う処分全般について審理員とな

るべき職員 

区役所の行う処分のう

ち保健福祉局が所管す

るもの 

保健福祉局 保健福祉局の行う処分全般について審理員となるべき職

員 

区役所の行う処分のう

ち子ども家庭局が所管

するもの 

子ども家庭

局 

子ども家庭局の行う処分全般について審理員となるべき

職員 

区役所の行う処分のう

ち建設局が所管するも

の 

建設局 建設局の行う処分全般について審理員となるべき職員 

消防局の行う処分全般

（次項に掲げる処分を

除く。） 

消防局 総務課長 

人事課長 

予防課長 

指導課長 

規制課長 

警防課長 

救急課長 

消防団課長 

消防長又は消防吏員（

消防本部に所属する者

に限る。）が処分庁と

なる処分 

総務局 総務局の行う処分全般について審理員となるべき職員 



上下水道局の行う処分

全般 

上下水道局 総務課長 

経営企画課長 

営業課長 

広域事業課長 

海外事業課長 

計画課長 

設計課長 

配水管理課長 

浄水課長 

井手浦浄水所長 

穴生浄水所長 

本城浄水所長 

水質試験所長 

下水道計画課長 

下水道保全課長 

下水道整備課長 

施設課長 

水質管理課長 

東部浄化センター所長 

西部浄化センター所長 

東部工事事務所管理課長 

東部工事事務所水道課長 

東部工事事務所下水道課長 

西部工事事務所管理課長 

西部工事事務所水道課長 

西部工事事務所下水道課長 

交通局の行う処分全般 交通局 庶務係長 

運輸サービス係長 

公営競技局の行う処分

全般 

公営競技局 総務課長 

競輪事業課長 

ボートレース事業課長 

地域貢献室長 

市議会事務局の行う処

分全般 

市議会事務

局 

総務課長 

議事課長 

教育長の行う処分全般 教育委員会

事務局 

総務課長 

企画調整課長 

教職員課長 

行政委員会の行う処分

のうち市長に審査請求

をすることとされてい

るもの 

総務局 総務局の行う処分全般について審理員となるべき職員 

指定管理者の行う処分

のうち市長に審査請求

をすることとされてい

るもの 

当該指定管

理者の所管

部局 

当該所管部局の行う処分全般について審理員となるべき

職員 

※ 課長職が欠員となっている場合で、当該職に事務取扱者がいるときは、当該事務取扱者が審理

員となる場合がある。 


